
マイナポータルを活用した
転出・転入手続きを開始します

■問合せ 役場町⺠健康課 ☎296-5891

マイナポイント第２弾の対象となる
マイナンバーカードの申請期限が再延長されました
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に関するに関する
マイナンバー

9

お知らせします

お得なお得な
情報を情報を

マイナポイントは３つの方法・場所で申込みできます
※マイナポイントの申込みにはマイナンバーカードが必要です。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、住
民
票
を
有
す

る
す
べ
て
の
人
に
対
し
、一
つ
の
番
号

（
12
桁
）を
付
し
て
、社
会
保
障
、税
、災

害
対
策
の
分
野
で
効
率
的
に
情
報
を
管

理
し
、複
数
の
機
関
に
存
在
す
る
個
人

の
情
報
が
同
一
人
の
情
報
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　

各
種
申
請
時
に
必
要
な
添
付
書
類
が

削
減
さ
れ
る
な
ど
、行
政
手
続
が
簡
素

化
さ
れ
、住
民
の
皆
さ
ん
の
負
担
軽
減

を
図
る「
住
民
の
利
便
性
の
向
上
」や
、

所
得
や
他
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
受
給
状

況
の
把
握
や
不
正
受
給
を
防
止
す
る

「
公
平
・
公
正
な
社
会
の
実
現
」、行
政

機
関
や
地
方
公
共
団
体
で
の
情
報
の
照

合
な
ど
に
要
し
て
い
る
時
間
・
労
力
・

作
業
の
重
複
が
削
減
さ
れ
、手
続
き
の

正
確
性
が
向
上
す
る「
行
政
の
効
率
化
」

を
図
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、社
会
保

障
、税
、災
害
対
策
の
法
令
で
定
め
ら
れ

た
手
続
の
た
め
に
、国
や
地
方
公
共
団

体
、勤
務
先
、金
融
機
関
、年
金
・
医
療

保
険
者
な
ど
に
提
供
す
る
も
の
で
、マ

イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
供
を
受
け
た
者
は
、

こ
う
し
た
法
令
で
定
め
ら
れ
た
目
的
以

外
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
個
人
番
号
カ
ー

ド
）は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
や
氏
名
、住
所
、生
年

月
日
、性
別
が
記
載
さ
れ
た
顔
写
真
付
き
の

カ
ー
ド
で
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
そ
の
も
の
と
違
い
様
々
な

用
途
で
の
活
用
が
可
能
で
す
。

　

カ
ー
ド
の
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
に
は
電
子
証
明
書

（
※
）な
ど
の
機
能
を
搭
載
し
て
お
り
、こ
れ

ら
の
機
能
は
民
間
事
業
者
も
含
め
活
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
が
、電
子
証
明
書
な
ど
の

利
用
の
際
に
は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
自
体
を
利

用
し
た
り
、提
供
し
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

ま
た
、町
で
も
令
和
３
年
４
月
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
、コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
の
マ
ル
チ
コ

ピ
ー
機
か
ら「
住
民
票
の
写
し
、印
鑑
登
録
証

明
書
、課
税
証
明
書
」を
取
得
で
き
る「
コ
ン

ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
」や
、健
康
保
険
証
と
し

て
の
利
用
申
し
込
み
を
す
る
こ
と
で
、専
用

端
末
が
設
置
さ
れ
て
い
る
医
療
機
関
等
で
も

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※ 

電
子
証
明
書
と
は
、信
頼
で
き
る
第
三
者（
認

証
局
）が
間
違
い
な
く
本
人
で
あ
る
こ
と
を
電

子
的
に
証
明
す
る
も
の
で
、書
面
取
引
に
お
け

る
印
鑑
証
明
書
に
代
わ
る
も
の
と
い
え
ま
す
。

マイナンバーカード取得と電⼦証明書の更新の相談・⼿続き受付中マイナンバーカード取得と電⼦証明書の更新の相談・⼿続き受付中
 町では、平日お勤め等により来
庁できない方のために休日に臨時
開庁し、新規申請や申請後のマイ
ナンバーカードの受け取り、電子
証明書の更新に関する相談・手続
きを行っています。

◆ 2⽉〜 3⽉ 休⽇臨時開庁⽇
■⽇程　2月 12日（日）・25日（土）
　　　   ３月 12日（日）・25日（土）
■時間　午前９時～正午　午後 1時～午後３時
■場所　役場町民健康課（庁舎１階）
■問合せ　役場町民健康課　☎ 296-5891

 令和 5年 2月 6日（月）から、すべての市区
町村で、政府が運営するオンラインサービスで
あるマイナポータルを通じた、転出届の提出や
転入先市区町村への来庁予定の連絡（転入予約）
が可能となります。
　また、マイナンバーカード（電子証明書が有効
なものに限ります。）をお持ちの方が転出届をオ
ンラインで提出した場合、転出元の市区町村への

来庁が原則不要となります。
　さらに、転入先市区町村との情報連携により、
マイナポータルを通じて転入時に必要な手続や
持ち物が事前に確認でき、手続き漏れや持ち物の
不足等を防止することができます。
　ただし、国内の転出・転入が対象となりますの
で、国外の転出・転入は従来通り、来庁による手
続きが必要です。ご注意ください。

 マイナポイントとは、マイナンバーカードの新規取
得等や、マイナンバーカードの「健康保険証の利用申
込」、「公金受取口座の登録」をすることでもらえるポ
イントのことです。
　マイナポイントは、マイナポイント事業に参加する
キャッシュレス決済サービス（クレジットカードや交
通系ＩＣカードなど）から選んで、申し込みすること
により、それぞれサービスのポイントとして受け取れ
ます。

　この度、マイナポイント第２弾の対象となるマイナ
ンバーカードの申請期限が「令和４年 12月末」から
「令和５年２月末」に再延長されました。申請期限の
延長は、今回が最後になります。
　なお、マイナポイント申込期限については、現行で
は令和５年２月末までとなっていますが、２月末まで
にマイナンバーカードの申請をした方がポイントを受
け取れるよう、感染状況やカードの申請・交付状況等
を踏まえ、今後、国から示される予定です。詳細は決
まり次第、お知らせします。
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